
A C T I V E  K U M I A I活 動 あ れ これ

ＧＩ山梨の新酒蔵開きイベントを
７蔵合同で開催

衛生管理計画に基づく手順書・記録書
を確認し、ＨＡＣＣＰの運用強化へ

　山梨県酒造協同組合　

　山梨県蒟蒻原料　
　商工業協同組合　

山梨県酒造協同組合（北原兵庫理事長）は、３
月 18 日から 20 日までイトーヨーカドー甲

府昭和店で「ＧＩ山梨・新酒蔵開き」を開催した。
会場では一足早い花見気分を味わってもらえるよ
う、山梨県生花商業協同組合の協力により桜のモ
ニュメントを設置。杜氏や若手後継者らが酒造り
や飲み方、料理とのペアリングなどの「ＫＵＲＡ
トーク」も行った。
　酒蔵では、秋に収穫した酒米を使って仕込んだ
新酒が出そろう２月から３月にかけて「蔵開き」
を開催してきたが、長期化するコロナ禍により３
年連続で中止を余儀なくされてきたことから、新
酒を待ち焦がれている消費者に向けたＰＲイベン

トとして、Ｇ
Ｉ山梨の認定
酒蔵７蔵が集
結し初めて合
同の蔵開きを
開催した。
　会場では、
ＧＩ山梨認定
酒をはじめ新

酒や今しか飲
めない限 定
酒等を取り揃
え、試飲や販
売を行った。
試飲では、21
銘柄の日本酒
が日替わりに
ならび非接触
型の足踏み試飲機により提供した。また、山梨の
「水」の違いを体感してもらおうと７蔵の仕込み
水の飲み比べも設置した。
　来場者からは、「墓参りを兼ねて東京から来た。
山梨県はワインの印象が強いが多くの日本酒の酒
蔵があり驚いた」「仕込み水の違いが味の違いと
して個性になっていてとても美味しい」等の声が
寄せられた。
　北原理事長は「コロナ禍にあるが、ＧＩ山梨
の認定酒蔵７蔵が一丸となって全国で唯一水
系による酒造りを進めている山梨の日本酒も
知ってもらい、味わってもらえる機会を増や
していきたい。」と語った。

令和3年 6 月より施行された改正食品衛生法
では、食品製造業でも厳格な衛生管理が求め

られることになっている。山梨県蒟蒻原料商工業
協同組合の組合員である㈱丸山商店（丸山光則社
長）は、3月 11 日、18 日の両日に中央会の中小
企業個別相談事業を活用して、社員を対象にＨＡ
ＣＣＰ導入研修会を実施した。
　組合員各社では全国蒟蒻原料協同組合が策定し
た「小規模な蒟蒻粉製造者向けＨＡＣＣＰ衛生管理
の手引書」に基づきＨＡＣＣＰを運用しているが、
丸山商店では法律の完全施行から８ヶ月が経過し
たことから、再度従業員が確実に運用できるよう、
体制の見直しを行った。

　今回は、実績の
ある（一社）山
梨県食品衛生協会
の検査センター細
菌検査課の高野陽
子課長補佐の指導
により、工場内の
原料の受入から加
工までの流れと

設備製造工程
のチェックを
受け、社長を
含め４名が手
引書に基づき
改善ポイント
の説明を受け
た。
　蒟蒻粉の製
造工程のハザードポイントは、洗浄工程と蒟蒻粉
への異物混入で、丸山商店では洗浄に井戸水を使
用していることから定期的な水質検査が必要とな
ることと、篩（ふるい）の際のマグネットと金属
探知機による異物の除去検査の頻度をより増やす
とより万全になるとの指導を受けた。
　あわせて、今回の支援により衛生管理計画の策
定と実施記録の様式の整備もできたことから、計
画に基づく実施、確認・記録を行った上で定期的
な振り返りを行うことの重要性も再認識され
た。今回の取り組みで、社長から社員まで共
通の認識ができたことから、衛生管理の運用
が円滑に行われることが期待される。
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